
令 和 ６ 年 １ 月 1 5 日 

国土交通省東北地方整備局 

山 形 河 川 国 道 事 務 所 

山形県で”初”となる特定都市河川指定に向けた 

流域の自治体等へ意見聴取を開始しますのでお知らせいたします 

 

国土交通省では、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、最上
も が み

川
がわ

水系石子沢
い し こ ざ わ

川
がわ

等の特定都

市河川指定に向けた関係者※への事前の意見聴取を実施しますのでお知らせいたします。 

※ 最上川水系石子沢川等の流域をその区域に含む山形県及び県内の２町の長  

 

○ 国土交通省では、令和３年 11 月に全面施行された流域治水関連法の中核をなす特定都市

河川浸水被害対策法（以下「法」という。）に基づき、順次、特定都市河川の指定を全国の河

川に拡大し、法的枠組みや新たな予算制度・税制を最大限活用した「流域治水」の取組を全

国に展開することとしています。 

 

○ 石子沢川流域では、流域内の関係機関で構成する石子沢川流域治水勉強会を立ち上げ、

流域治水の推進、特定都市河川の指定について議論をして参りました。 

※石子沢川流域の特定都市河川・流域の指定概要等は下記リンク先をご参照ください。 

http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/chisui/ 

 

○ このたび、国土交通大臣から法第３条第８項の規定に基づき、一級河川最上川水系石子沢

川等の計２河川の流域をその区域に含む山形県及び県内の２町の長あてに、令和６年１月

17 日より特定都市河川の指定に向けた意見聴取の手続を開始しますのでお知らせします。 

※詳細については、別添資料をご参照ください。 

 

○ 今後のスケジュール（予定） 

令和６年３月   ： 特定都市河川等の指定 

 

（添付資料） 

別 添 最上川水系石子沢川等の特定都市河川指定に向けて流域の自治体等への意見聴取を実施します 

＜発表記者会＞：山形県政記者クラブ、山形建設業界専門紙 

【問合せ先】 

    国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所  TEL 023-688-8421 

副所長（河川）  山影
やまかげ

 修司
し ゅ う じ

（内線 204） 

流域治水課長  今野
こ ん の

 浩一
こ う い ち

（内線 351） 
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